


○総務常任委員会付託 

番  号 令和４年陳情第２号 受理年月日 令和４年２月18日 

件  名 
インボイス制度の実施中止を求める意見書を国へ提出することを求め

る陳情 

提 出 者 

八戸市類家三丁目１－８ 

八戸民主商工会 

会長 小萩沢 光一 

紹介議員  

要   旨 

 新型コロナウイルス感染の影響で景気回復が見通せず、中小業者の経営困難が続く下

で、2023年10月からインボイス制度―適格請求書等保存方式が実施されようとしてい

ます。 

 免税業者を取引から排除しかねないインボイス制度は、事業者間の取引慣行を壊し、

免税点制度を実質的に廃止するものです。仕入れや経費に含まれる消費税を価格や単価

に転嫁できなければ、ベンチャーもフリーランスも育ちません。 

 地域経済が疲弊する下で、中小業者は事業継続や雇用維持に必死の努力を続けており、

インボイス制度に対応できる状況ではありません。多くの中小企業団体や税理士団体も

凍結、延期、見直しを表明し、現状の実施に踏み切ることに懸念の声を上げています。 

 新型コロナ危機を克服し、新しく構築すべき経済、社会においても、地域に根差して

活動する中小業者の存在が不可欠です。税制で商売つぶすなの願いを込め、インボイス

制度の実施中止を求める意見書を国に対してあげていただきたく陳情いたします。 

 

【陳情項目】 

・インボイス制度の実施中止を求める意見書を国に提出してください。 

 



 

 

 

 

 

インボイス制度について 

 

 

１ インボイス制度導入の目的 

   事業者間の取引において、消費税に係る正確な適用税率を確認することができるほ

か、税額をより明確に把握し、取引の透明性を高め、不正やミスを防ぎ、適正かつ公平

な課税を図る。 

 

２ インボイス制度（適格請求書等保存方式）の概要 

   令和元年 10 月、消費税に 8％の軽減税率が導入され複数税率（10％と 8％）とな

ったことに伴い、課税事業者に「インボイス（適格請求書）」の発行と保存が義務付け

られた。 

   インボイスを発行するための要件等は以下のとおりである。 

    (1) インボイスは、税務署へ申請し、登録を受けた事業者のみが発行できる。  

    (2) 登録事業者は、課税事業者として、税務署への申告と納税義務が生じる。 

    (3) インボイスは、一定の事項を記載する必要がある（下記参照）。 

    (4) 登録を受けた事業者には、取引の相手方の求めに応じて、インボイスを発行

する義務と発行したインボイスの写しを保存する義務が生じる。 

    (5) 消費税の仕入税額控除（売上の消費税額から仕入れの消費税額を差引くこと）

の適用については、原則、登録事業者が発行し、自らが保存していたインボイス

のみによって判断される。 

    (6) Web サイトで、インボイス発行事業者の登録情報が公表される。 

 

   このインボイスに係る発行と保存の仕組みが、いわゆる「インボイス制度（適格請

求書等保存方式）」であり、令和５年 10 月開始が予定されている。  

※「インボイス（適格請求書）」とは 

   売手が買手に対し、正確な適用税率や消費税額等を伝えるための請求書等（納

品書や領収書、レシート等でも可）をいい、以下の６項目の記載が必須とされて

いる。 

   ①適格請求書発行事業者（発行元）の氏名又は名称及び登録番号  

     ※登録番号････税務署が発行する「T+13 ケタの数字」又は「T+法人番号」  

   ②書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称（例：株式会社〇〇様） 

   ③取引年月日 

   ④取引内容（軽減税率の対象品目である旨） 

   ⑤税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率  

   ⑥税率ごとに区分した消費税額等 

総 務 常 任 委 員 会  

令和  ４年  ３月 14日  

財 政 部 住 民 税 課  

 



 

 

３ インボイス（適格証明書）の交付義務免除  

 (1) 公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送（３万円未満に限る）  

 (2) 出荷者が卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡（出荷者から委託を受けた委託

者が卸売の業務として行うものに限る）  

 (3) 生産者が、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合等に委託して行う農林水産物の

譲渡（無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限る）  

 (4) 自動販売機により行われる課税資産の譲渡等（３万円未満に限る）  

 (5) 郵便切手を対価とする郵便サービス（郵便ポストに差し出されたものに限る）  

 

 

４ 消費税法改正及びインボイス制度導入の経緯 

  昭和 63 年 12 月 30 日  消費税法施行 

  平成元年４月１日  消費税３％導入 

  平成９年４月１日  消費税５％に改正 

  平成 26 年４月１日  消費税８％に改正 

  平成 28 年 3 月 31 日 消費税法改正（税制改正によるインボイス制度の導入） 

  平成 30 年 3 月 31 日 消費税法施行令改正（関係規定の整備） 

  令和元年 10 月 1 日 消費税 10％（軽減税率８％）に改正  

  令和 3 年 10 月 1 日 インボイス発行事業者の申請受付開始 

  令和５年 10 月 1 日 インボイス制度開始（予定） 

※免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置あり 

※経過措置････課税仕入額に一定の率を乗じて控除額を積算する方法  

  令和５年 9 月 30 日まで          ････100%控除 

  令和５年 10 月１日～令和８年 9 月 30 日まで ････80%控除 

  令和８年 10 月１日～令和 11 年９月 30 日まで････50％控除 

  令和 11 年 10 月１日～           ････完全廃止（0%控除） 

  令和 11 年 9 月 30 日 課税仕入れに係る経過措置終了（予定） 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

八戸市営魚菜小売市場改修等建築工事請負の一部変更契約の締結について 

 

 

 

１．工事名       八戸市営魚菜小売市場改修等建築工事 

 

２．契約者       株式会社石上建設 代表取締役 岩渕 仁 

 

３．工事期間        変更前 令和３年４月 22日から令和４年３月 31日まで 

変更後 令和３年４月 22日から令和４年 11月 10日まで 

    224日間延長 

     

４．主な変更理由    既存躯体の復旧工事の増工に伴う工事期間の延長 
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市施設テナント事業者休業協力金について 

 

 

１．目  的 

令和４年１月より実施している市公共施設の休館措置により、休業せざるを得ないテナント事業

者に対し、協力金を交付することで、テナント事業者の雇用の維持および経営の継続を支援するも

の。 

 

 

２．対象経費及び額 

   令和３年１月、２月及び３月の売上高の７割の額に対し、市の休館措置により休業した日数を、

１月は 31日、２月は 28日、３月は 31日で除した数を乗じて得た額。 

ただし、令和３年１月から３月の売上実績が無い場合は、令和３年 10月から 12月までの期間の

うち、最も高い月の売上高を積算の基準額とする。 

   また、上限額は休業１日当たり 25,000円とする。 

 

 

３．交付対象者及び予定額 

  八戸市公会堂テナント事業者 １者 1,500千円 

  八戸ポータルミュージアム（はっち）テナント事業者 ８者 5,500千円 

  長根屋内スケート場テナント事業者 １者 900千円 

   合 計 10者 7,900千円 

 

 

４．財源について   

青森県新型コロナウイルス感染症市町村総合対策事業費補助金の活用を予定 
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新型コロナウイルス対策指定管理者支援事業について 

 

１ 事業目的 

新型コロナウイルス感染拡大予防対策に伴う施設の休館や利用制限等の影響によ

り、施設運営に支障を来す利用料金制導入指定管理施設の指定管理者に対して、休館

措置等における減収相当額を協力金として補助することにより、感染拡大防止に向け

た適切な施設運営及び円滑な施設再開を図るもの。 

 

 

２ 補助事業者 

施設休館や利用制限により利用料金が減収した利用料金制導入指定管理施設の 

指定管理者 

(1)利用料金制を導入している事業者 

(2)新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために施設の休館等の利用制限 

を実施したことにより利用料金に不足が生じ、今後の感染拡大防止への対策

を含む施設の管理運営に支障を来している事業者 

 

 

３ 補助内容 

・補助金名：新型コロナウイルス対策指定管理者支援補助金 

・令和４年１月から３月までの施設休館や利用制限により利用料金が減収見込の

利用料金制導入指定管理施設の指定管理者に対し、協力金相当分として利用料

金減収見込額の 90/100を補助金交付。 

※１月から３月の各月における過去３か年度平均と前年度各月分実績額を比較

し低い額を利用料金見込額とし、不用となった管理運営経費等を減じた額を

減収見込額とする。 

 

 

４ 予算額 

24,000 千円（県新型コロナウイルス感染症市町村総合対策事業費補助金[補助率 10/10]） 
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小・中学校冷房設備設置事業について 

 
１．事業概要 

（１）事業内容 

令和３年度から５年度までに、市内の小・中学校 60 校の普通教室・職員室・校長室に

冷房設備を設置する。 

３年度 （第１グループ） ： 23 校 (小学校 15 校、中学校８校) 

４年度 （第２グループ） ： 18 校 (小学校 11 校、中学校７校) 

５年度 （第３グループ） ： 19 校 (小学校 11 校、中学校８校) 

 

（２）総事業費 

約 25 億 3 千万円  

 

（３）財源 

（国庫） 学校施設環境改善交付金（補助率 1/3） 

（市債） 防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債 （充当率 100%、交付税措置率 50%） 

       学校教育施設等整備事業債           （充当率 75%、交付税措置率 30%） 

     

２．令和３年度３月補正予算（その２）の内容 

（１）補正要求額（第２グループ） 

（歳入） 

〇 国庫補助金 （学校施設環境改善交付金） 197,772 千円  

〇 市債 （教育債） 646,500 千円 

          

（歳出） 

〇 工事請負費 844,400 千円 

（小学校費） 547,300 千円 

（中学校費） 297,100 千円 
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（２）補正理由 

令和４年度実施予定の第２グループの冷房設置工事について、文部科学省から令和３ 

 年度の補正予算を充てる補助事業の前倒し申請が認められ、令和４年２月 16 日付けで交 

 付決定されたことから、事業費を計上し、令和４年度に繰り越すものである。 

なお、文部科学省の当初予算を充てる補助申請をした場合には、工事完成予定が 11 月

となるが、前倒しにより９月中旬まで早まるものである。 
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